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○伊豆の国市選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧に関する事務処理要綱 

平成18年12月２日選挙管理委員会告示16号 

改正  平成30年３月１日選管告示第５号 

伊豆の国市選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧に関する事務処理要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、伊豆の国市選挙管理委員会（以下「委員会」という。）における公職選挙法

（昭和25年法律第100号。以下「法」という。）第28条の２第１項及び第28条の３第１項の規定に

よる選挙人名簿の抄本の閲覧並びに法第30条の12において準用する法第28条の２第１項及び第28

条の３第１項の規定による在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務の取扱いに関し、必要な事

項を定めるものとする。 

（閲覧の申出） 

第２条 法第28条の２（同条第９項において読み替えて適用される場合を含む。）又は第28条の３

の規定による選挙人名簿の抄本（以下第10条までにおいて「抄本」という。）の閲覧の申出は、

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式による選挙人名簿抄本閲覧申出書によらな

ければならない。 

(１) 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を目的とする閲覧の申出 様

式第１号 

(２) 政治活動（選挙運動を含む。）を目的とする閲覧の申出 様式第２号 

(３) 政治又は選挙に関する調査研究を目的とする閲覧の申出 様式第３号 

２ 前項の申出書は、抄本の閲覧をしようとする日の７日前までに委員会に提出しなければならな

い。ただし、前項第１号の申出の場合その他委員会がやむを得ないと認める場合は、この限りで

ない。 

（閲覧日の決定及び通知） 

第３条 委員会は、前条の規定による閲覧の申出があったときは、当該申出の内容を審査した上で、

閲覧日、閲覧時間及び閲覧場所を決定し、電話その他の方法により申出者に通知するものとする。 

２ 委員会は、前条第１項第３号の申出があった場合において前項の審査を行うときは、次に掲げ

る基準により公益性が高い調査研究であるか否かを判断するものとする。 

(１) 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関が行う世論調査にあっては、その調査結果に

基づく報道が行われることによりその成果が社会に還元されること。 

(２) 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者が学術研究の
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用に供する目的で行う調査にあっては、その調査結果又はそれに基づく研究が学会等を通じて

公表されることによりその成果が社会に還元されること。 

(３) 前２号に掲げるもの以外の調査研究にあっては、当該調査研究が統計的調査研究であり、

その調査結果又はそれに基づく研究が公表されることにより国又は地方公共団体における施策

の企画・立案や他の機関等における学術研究に利用されることが見込まれるなどその成果が社

会に還元されると認められる特段の事情があること。 

（閲覧の拒否の通知） 

第４条 委員会は、第２条第１項の規定による閲覧の申出があった場合において、法第28条の２第

３項及び第28条の３第３項の規定に基づき閲覧を拒むときは、その旨及びその理由を文書により

申出者に通知するものとする。 

（閲覧日及び閲覧時間） 

第５条 閲覧を実施する日及び時間は、次のとおりとする。ただし、委員会が必要と認めるときは、

この限りでない。 

(１) 閲覧日は、次に掲げる日以外の日とする。 

ア 法第28条の２第１項に規定する期間 

イ 伊豆の国市の休日を定める条例（平成17年伊豆の国市条例第２号）第１条第１項に規定す

る市の休日 

ウ ア及びイに掲げるもののほか、委員会が必要があると認める日 

(２) 閲覧時間は、委員会の職員につき定められている執務時間内とする。 

（閲覧の場所） 

第６条 閲覧の場所は、委員会の指定する場所とする。 

（閲覧者の遵守事項） 

第７条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(１) 抄本の取扱いは、汚損又は破損することのないように十分注意すること。 

(２) 指定された場所以外に抄本を持ち出さないこと。 

(３) 抄本の記載事項を写し取る場合は筆記に限ること。 

(４) 職員の事務の妨げとなる行為をしないこと。 

(５) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。 

（閲覧の中止） 

第８条 委員会は、閲覧者が前条の規定に違反したときは、直ちに閲覧を中止させることができる。
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この場合において、抄本から転記した事項があるときは、当該転記事項が記載された書面を提出

させるものとする。 

（閲覧状況の公表） 

第９条 委員会は、法第28条の４第７項の規定に基づき、毎年度３月末日までの抄本の閲覧状況を

翌年度の４月末日までに公告その他の方法により公表するものとする。 

（ストーカー行為等の被害者に係る措置） 

第10条 委員会は、ストーカー行為等（ストーカー行為等の規制等に関する法律（平成12年法律第

81号）第６条に規定するストーカー行為等をいう。）及びドメスティック・バイオレンス（配偶

者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成13年法律第31号）第１条第１項に規

定する配偶者からの暴力をいう。）の被害者が住民基本台帳事務処理要領（昭和42年10月４日付

け自治振第150号自治省行政局長等通知）に基づき住民基本台帳の一部の写しの閲覧の申出等に係

る支援措置の申出を市長にした場合は、当該申出をした者に係る記載を除いた抄本を閲覧に供す

る。 

（在外選挙人名簿の抄本の閲覧） 

第11条 第２条から前条までの規定は、法第30条の２第１項の在外選挙人名簿の抄本について準用

する。 

（補則） 

第12条 この要綱に定めるもののほか閲覧に関し必要な事項は、委員会が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成18年12月２日から施行する。 

（伊豆の国市選挙人名簿抄本等の閲覧に関する事務処理要綱の廃止） 

２ 伊豆の国市選挙人名簿抄本等の閲覧に関する事務処理要綱（平成17年選挙管理委員会告示第３

号）は、廃止する。 

附 則（平成30年３月１日選管告示第５号） 

この告示は、平成30年３月２日から施行する。 
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様式第１号（第２条第１項第１号関係） 
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様式第２号（第２条第１項第２号関係） 
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様式第３号（第２条第１項第３号関係） 
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